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※１ この表における「対象収入」とは、前年の収入（社会通念上収入として認定する事が適当
でないものを除く）から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入を
いいます。

※2 ③サービスの提供に要する費用の徴収額（月額）、表1より求めた額とします。

1,500,000円以下

1,500,001円～1,600,000円

1,600,001円～1,700,000円

1,700,001円～1,800,000円

1,800,001円～1,900,000円

2,000,001円～2,100,000円

1,900,001円～2,000,000円

2,100,001円～2,200,000円

2,200,001円～2,300,000円

2,300,001円～2,400,000円

3,000,001円～3,100,000円

3,100,001円以上

10,000円

13,000円

16,000円

19,000円

22,000円

25,000円

30,000円

35,000円

2,400,001円～2,500,000円

2,500,001円～2,600,000円

2,600,001円～2,700,000円

2,700,001円～2,800,000円

2,800,001円～2,900,000円

2,900,001円～3,000,000円

78,000円

85,000円

92,000円

143,100円

①居住に要する費用（家賃）

②生活費（食費+共用部光熱水費）

③サービスの提供に要する費用

④居室に関わる光熱水費

50,000円

46,000円

40,000円

45,000円

50,000円

57,000円

64,000円

71,000円

東京都が定める金額（表１参照）

個メーターによる計測にて実費徴収

③サービスの提供に要する費用対象収入による階層区分

都市型軽費老人ホーム　JOYなぎさ　利用料金一覧表

※④については別紙③居室に関わる光熱水費を参照

月額利用料

利用者階層別利用料金表（表1）


